
 

 

令和７年芽室町議会定例会６月定例会議の運営について（案） 

 

１ 提案予定事項について 

 

 （１） 町長提案   資料１－１ 

 

 （２） 議会提案   資料１－２ 

 

２ 提案予定事項の審査方法について 

（１） 令和７年度芽室町各会計補正予算４件は、予算決算特別委員会に付託し、

提案日の本会議休憩中に審査する。 

（２） 上記以外の町長提案及び議会提案の議案等は、全件を提案日に本会議にお

いて説明の上審議・報告を行う。 

 

３ 本会議の日程について 

   ６月定例会議における本会議の日程は、６月２日（月曜）、１７日（火曜）、 

１８日（水曜）、２０日（金曜）の４日間とする。 

 

４ 議案送付期日について  

（１） ６月２日（月曜）の本会議の議案送付日は、５月２９日（木曜）とする。 

（２） ６月１７日（火曜）及び１８日（水曜）の本会議の議案は、６月１３日（金

曜）に送付する。ただし、一般質問以外に議案がないときは当日配布とする。 

（３） ６月２０日（金曜）の本会議の議案送付日は、６月１７日（火曜）とする。 

 

５ 一般質問について 

（１） 一般質問は、６月１７日（火曜）、１８日（水曜）の２日間で行う。 

（２） 通告期間は、６月３日（火曜）の午前９時から正午までとする。 

（３） 通告は、原則持参とする。ただし議長が、認めた場合はこの限りではない。 

（４） 質問時間は、９０分以内とし、議場内に発言残時間を表示する。初回は通

告どおり一括して質問を行い、再質問以降は、一問一答方式により質問する。 

（５） 質問順序は、通告順とする。 

（６） 通告書は事務局に備える（議会ホームページからも印刷可能）。 

（７） 一般質問の内容は、目的を十分認識し、単に町長等への質問に終始するこ

となく、質の高い政策論議を目指した内容であることとする。 

・６月３日（火曜）は、議長（または事務局経由）へ提出する期日であり、

提出以降に一切の修文が無いよう、５月２２日（木曜）から５月３０日（金

曜）午後５時までに、事務局を通じた文章整理及び原課への用語・解釈・内

容等の確認などを終了しておくこと。 

資料１ 
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・なお、事務局あてＥメール（添付）及びファクスでの事前整理を認めるこ

ととする。 

・通告後に質問内容を撤回する場合は、書式をもって議長（または事務局経

由）に提出すること。 

 

６ 議員提出議案について 

議員提出議案（修正案等を含む）を提出する際は、提出の意思が明確になった

段階で、事前に事務局を通じた文章整理及び原課への用語・解釈・内容等の確認

などを終了し、議長（または事務局経由）に提出すること。 
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区　　分 要　　　　　　　　　　　旨 提案日

報　告 (1) 専決処分について報告の件
地方自治法第180条第１項の規定に基づく損
害賠償額の決定に関する報告

(2) 繰越明許費繰越計算書作成について報告の件 地方自治法施行令第146条第２項による報告

(3)
芽室町下水道事業会計予算繰越計算書作成について
報告の件

地方公営企業法第26条第３項による報告

(4)
芽室町上水道事業会計予算繰越計算書作成について
報告の件

地方公営企業法第26条第３項による報告

(5) 債権の放棄について報告の件 芽室町債権管理条例の規定に基づき報告

議　案 (6)
平和・北明・祥栄辺地（他11件）に係る総合整備計画策
定の件

辺地に係る公共的施設の総合整備のための
財政上の特別措置等に関する法律第３条第１
項の規定による総合整備計画策定の件

(7) 芽室町国民健康保険税条例中一部改正の件 国民健康保険税率の改正

(8) 令和７年度芽室町一般会計補正予算（第１号）

(9) 令和７年度芽室町下水道事業会計補正予算（第1号）

(10) 令和７年度芽室町上水道事業会計補正予算（第1号）

(11)
令和７年度芽室町公立芽室病院事業会計補正予算
（第１号）

行政報告 (12) 損害賠償請求事件の判決等について

初　日

【令和７年芽室町議会定例会６月定例会議提案予定事項一覧】  

資料１－１
件　　　　　　　　　　　　　　　名
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資料１－２ 

令和７年芽室町議会定例会６月定例会議提案予定事項 

 

令和７年５月２２日（木曜） 

芽室町議会 

区 分 件 名 要 旨 提案日 

委員会報告 

議会の運営について 
議会運営委員会の審議結

果報告 

初 日 

１７日 
（一般質問
の日程等） 

令和６年度議会報告と町民

との意見交換会総括報告に

ついて 

議会運営委員長から報告 初 日 
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